
日本振興銀行の最終受皿の決定について

平成 23 年 9月 30 日

預金保険機構

１． 預金保険機構（以下、当機構）は、株式会社イオン銀行（以下、イオン銀行）を

日本振興銀行株式会社（以下、振興銀行）の最終受皿に選定しました。 

２． イオン銀行は、本年 12 月末を目途に、当機構が保有する株式会社第二日本

承継銀行（以下、承継銀行）の全株式及び振興銀行が保有する貸付債権（一

部）を譲り受ける予定です。 

３． 当機構は、承継銀行株式を譲渡する旨の契約を締結する等、今後必要な諸

準備を進めて参ります。 

４． イオン銀行においては、承継銀行が預金者及び善意かつ健全な借り手の保

護などの金融仲介機能を十分に発揮できるよう、親銀行の立場から適切に対

応することを期待します。 

─ 譲渡条件等の概要は別紙 1。

─ 最終受皿の事業計画の骨子は別紙 2。

─ 最終受皿選定過程の概要は別紙 3。

以上
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（別紙 1）

譲渡条件等の概要

１． 譲渡の内容 

  （１） 株式会社イオン銀行（以下、イオン銀行）は、株式会社第二日本承継銀

行（以下、承継銀行）の全株式を譲受け、承継銀行を子会社として、持続

的かつ安定した金融機関経営を適切に行わせることによって、預金者及

び善意かつ健全な借り手の保護等の適切な金融仲介機能を継続的に発

揮させる。 

  （２） イオン銀行は、承継後２年を目途に承継銀行との合併を計画している。 

２． 譲渡金額 

  承継銀行の全株式を１９．８億円、日本振興銀行株式会社（以下、振興銀行）

の貸付債権（一部）を５億円、合計２４．８億円で売買する。 

３． クロージング 

  １２月末を目途に、承継銀行の全株式及び振興銀行の貸付債権（一部）にか

かる売買の実行を行う予定である。 

４． 損害賠償等 

  各当事者は、重要な義務違反等があった場合、他の当事者に生じた損害を賠

償する。請求金額の上限は、売買代金額までに限定するとともに、請求期間

は、契約締結日から２年以内に損害発生原因となる具体的事実の通知を受

けた場合に限る。 

５． 事業計画の履行 

  イオン銀行及び承継銀行は、株式売買実行日から２年間、事業計画を誠実に

履行するよう努める。なお、行員及び店舗について原則維持する。 

以上







（別紙 3）

最終受皿選定過程の概要

１． 受皿としての要件 

  ○ 最終受皿の選定に際して、受皿としての要件を以下のとおり設定。 

─ 受皿候補の募集要項において公表（平成 23 年 3月 11 日）。  

○善意かつ健全な借り手の保護等の観点から、出来るだけ多くの事業を

承継すること。 

○持続的かつ安定した金融機関経営を適切に行う能力及び意欲のある

者。 

○銀行法、預金保険法等の関係法令に定められた要件を満たすととも

に、以下の条件に適合していること。 

（１）銀行としての機能を適切かつ継続的に発揮できること（中小企業

向け貸出を含む）。 

（２）適切な内部統制やリスク管理態勢を整備し、安定した収益力及び

財務の健全性を維持・向上できること。 

  （３）承継にかかる資金を円滑に調達することができること。 

  （４）日本振興銀行と係争関係にないこと。 

２． 受皿選定の過程 

  ○ 以下の 3段階で選定を実施した。 

─ なお、選定過程の透明性を確保する観点から、最終受皿選定審査会

（預金保険機構理事長の諮問機関）を設置し、受皿選定の各選定段階に

おいて、専門的立場からアドバイスをいただいた。 

（第 1 段階） 

  受皿候補の募集（募集期間：3月 11 日～3月 31 日） 

  ○ 3 月 11 日、受皿候補の募集要項を公表し、受皿候補を公募したところ、7

者から応募があった。 

  ○ 当機構としては、「受皿としての要件」の観点からの書類審査を行い、その

結果、書類審査の要件を充足しているとの判断から、4 者が通過した。 



（第 2 段階） 

  事業計画書の提出要請（作成期間：5 月 9 日～6月 10 日） 

  ○ 5 月 9 日、書類審査を通過した 4者に対し、以下の項目を盛り込んだ事業

計画書を 6月 10 日までに提出するよう依頼したところ、期日までに 2者か

ら提出がなかった一方、残り 2 者から提出された。 

  ○ 当機構としては、当該 2者に対し、2 者が企業価値評価を行い、事業計画

書の所要の改訂及び譲渡条件を作成し、提出することを依頼するのが適

当と判断した。 

    （事業計画書に記載すべき主な事項） 

①受皿候補の具体的名称及び承継の形態（受皿は承継時に銀行又は銀

行持株会社であることが条件） 

②承継にかかる資金の調達について 

③経営管理体制（ガバナンス）の整備（含む役員の構成及び選任につい

て） 

④リスク管理態勢、法令等遵守態勢、収益管理態勢の整備 

⑤中長期の経営戦略及びビジネスモデル（含む人員、店舗） 

⑥十分な自己資本の確保及び自己資本政策 

（第 3 段階） 

  譲渡条件の提出要請（作業期間：7 月 4日～8月 12 日） 

  ○ 7 月 4 日、2 者に対し、企業価値評価を行い、本年 12月末に譲渡を行うこ

とを前提として、譲渡条件、事業計画書の改訂、株式譲渡にかかる契約内

容の要望事項を提出するよう依頼。8月12日までに、2者から提出された。

  ○ 当機構としては、「銀行としての機能を適切かつ持続的に発揮できるか」に

加え、「最終受皿としての要件を充足しているか」という観点からも、譲渡金

額及び資金調達の確実性や、株式譲渡にかかる契約条項（いわゆる瑕疵

担保条項を認めない等）について審査を行った。その結果、最終的に受皿

としての適格性を有する候補は株式会社イオン銀行 1者であると認められ

ることから、株式会社イオン銀行を最終受皿として選定した。 

以上


